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２

ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
軽
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
そ
の
他
の
引
火
し
や
す
い
液
体
を
燃
料
と
す
る
専
ら
乗
用
の
用
に
供

す
る
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
動
車
、
車
両
総
重
量
が

二
・
八
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
の
規

定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事

項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
同
一
〇
〇
六
）

〔
告

示
〕

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
国
土
交
通
一
〇
〇
二
）

O

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
も
の
を
定
め
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
〇
〇
三
）

J
P
P

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
も
の
を
定
め
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
〇
〇
四
）

J
P
Q

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
も
の
を
定
め
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
〇
〇
五
）

〇
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供

さ
れ
る
自
動
車
に
対
す
る
道
路
運
送
車
両

の
保
安
基
準
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
同
一
〇
〇
七
）

J
R
J

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
一
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
二
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
四
条
、
第
七
十
五

条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
七
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
三
中
「
第
十
五
条
第
一
号
の
二
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
走
行
装
置
」
の
下
に「（
空
気
入
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
を
除
く
。）」
を
、「
も
の
」
の
下
に
「
と
し
て
、

強
度
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

自
動
車
の
空
気
入
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
は
、
堅
ろ
う
で
、
安
全
な
運
行
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
、
強
度
、
滑
り
止

め
に
係
る
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
三
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
左
の
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
堅
ろ
う
で
、
安
全
な
運
行
を
確
保
で
き

る
も
の
と
し
て
、
強
度
、
操
作
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に

改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
少
な
い
構
造
」
を
「
少
な
い
も
の
と
し
て
、
運
転
者
の
保
護
に
係
る

性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
、「
三
十
五
度
を
こ
え
る
」
を
「
告
示
で
定
め
る
角
度
を

超
え
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
の
見
出
し
を「（
施
錠
装
置
等
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」に
、「
も
の
」

を
「
自
動
車
及
び
被
牽け

ん

引
自
動
車
」
に
改
め
、「
除
く
。）」
の
下
に
「
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
及
び
被
牽け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
」

を
「
そ
の
作
動
に
よ
り
施
錠
装
置
を
備
え
た
装
置
の
機
能
を
確
実
に
停
止
さ
せ
、
か
つ
、
安
全
な
運
行
を
妨
げ
な
い

も
の
と
し
て
、
構
造
、
施
錠
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
項
各
号
を
削
り
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、

三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。）及
び
貨
物
の
運
送
の

用
に
供
す
る
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
及
び
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。）

に
備
え
る
イ
モ
ビ
ラ
イ
ザ
（
原
動
機
そ
の
他
運
行
に
必
要
な
装
置
の
機
能
を
電
子
的
方
法
に
よ
り
停
止
さ
せ
る
装

置
を
い
う
。）は
、
そ
の
作
動
に
よ
り
原
動
機
そ
の
他
運
行
に
必
要
な
装
置
の
機
能
を
確
実
に
停
止
さ
せ
、
か
つ
、

安
全
な
運
行
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
構
造
、
施
錠
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
中
「
確
保
で
き
る
」
の
下
に
「
も
の
と
し
て
、
強
度
、
緩
衝
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
」
を
加
え
、「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
次
の
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
燃
料
へ
の
引
火
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し

て
、
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
装
置
型

式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
土
交
通
八
一
）

J
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